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平成 年 月 日（金）

号外第 号

15 12 26

170

毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県男女共同参画推進条例 一部 改正 条例（ ）（男女共同参画推進課）……………

◇鳥取県男女共同参画推進条例 一部 改正 条例

鳥取県男女共同参画推進員 県 機関 対 勧告 、又 意見 述 際 要件 、苦情又 不服

審査 結果必要 認 （現行 必要 認 ） 限定 、

当該意見 、公表 。（第 条、第 条関係）

鳥取県男女共同参画推進員 県 機関 対 勧告 、又 意見 公表 場合 手続 定

。（第 条関係）

鳥取県男女共同参画推進条例 鳥取県男女共同参画推進員 章 定 、鳥取県男女共同参

画推進員 職務 遂行 関 必要 事項 、鳥取県男女共同参画推進員 合議 定

。（第 条 関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、公布 日 施行 。

鳥取県男女共同参画推進条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県男女共同参画推進条例 一部 改正 条例

鳥取県男女共同参画推進条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。
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改 正 後 改 正 前

目次

前文

第 章 略

第 章 略

第 章 略

第 章 鳥取県男女共同参画推進員（第 条 第 条

）

第 章 略

第 章 略

附則

（職務）

第 条 推進員 職務 、次 。

（ ）・（ ） 略

（ ） 県民又 事業者 男女共同参画 関 権利利

益 保護 、第 条第 項 規定 基 、

知事 他 県 機関 対 勧告 、又 意見

公表 。

（勧告及 意見 公表）

第 条 推進員 、苦情又 不服 審査 結果

必要 認 、関係 県 機関 対

是正若 改善 措置 講 勧告 、又

制度 改善 求 意見 公表 。

県 機関 、前項 規定 勧告 受 、

尊重 、是正又 改善 措置 講

。 、県 機関 当該勧告 異議

、 限 。

推進員 、第 項 規定 勧告又 意見 公表

、当該勧告又 意見 内容 議会 報告

。

県 機関 、第 項 書 規定 是正又

改善 措置 講 、 旨及 異議 内容

推進員 通知 、 内容 議会 報告

。

（措置状況 報告）

第 条 推進員 、前条第 項 規定 勧告

場合 必要 認 （前条第 項

規定 通知 受 除 。） 、関係

県 機関 対 、是正又 改善 措置 状況

報告 求 。

・ 略

推進員 、前項 規定 報告 内容 公表

、 内容 議会 報告 。

（雑則）
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第 条 章 定 、推進員 職務

遂行 関 必要 事項 、推進員 合議 定

。

31 の この に めるもののほか の

の に し な は の により め

る

２

附 則

条例 、公布 日 施行 。この は の から する
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